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（別添資料 1 抜粋） 

 

放課後児童クラブ運営指針（平成 27 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 134 号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（抜粋）  

第６章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策  

２．衛生管理及び安全対策  

（１）衛生管理  

○ 手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努める。また、必要な

医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行い、適

切に使用する。  

○ 施設設備やおやつ等の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止する。  

○ 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める。感染症の発生

や疑いがある場合は、必要に応じて市町村、保健所等に連絡し、必要な

措置を講じて二次感染を防ぐ。  

○ 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携の

もと、あらかじめ放課後児童クラブとしての対応方針を定めておくととも

に、保護者と共有しておく。  

（２）事故やケガの防止と対応  

○ 日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋

外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行う。これには、

遠足等行事の際の安全点検も含まれる。  

○ 事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成

し、マニュアルに沿った訓練又は研修を行い、放課後児童支援員等の間で

共有する。  

○ 放課後児童支援員等は、子どもの年齢や発達の状況を理解して、子ども

が自らの安全を守るための行動について学習し、習得できるように援助

する。  

○ おやつの提供に際して、食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するた

め、放課後児童支援員等は応急対応について学んでおく。  

○ 事故やケガが発生した場合には、速やかに適切な処置を行うとともに、子

どもの状況等について速やかに保護者に連絡し、運営主体及び市町村に報

告する。  



 

○ 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等及び子どもに適切な

安全教育を行うとともに、発生した事故事例や事故につながりそうな事例

の情報を収集し、分析するなどして事故防止に努める。  

○ 放課後児童クラブの運営主体は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。また、傷害保険等に加

入することも必要である。  

（３）防災及び防犯対策  

○ 放課後児童クラブの運営主体は、市町村との連携のもとに災害等の発生に

備えて具体的な計画及びマニュアルを作成し、必要な施設設備を設けると

ともに、定期的に（少なくとも年２回以上）訓練を行うなどして迅速に対

応できるようにしておく。また、外部からの不審者等の侵入防止のための

措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を図る。  

○ 市町村や学校等関係機関と連携及び協力を図り、防災や防犯に関する訓

練を実施するなど、地域における子どもの安全確保や安全点検に関する

情報の共有に努める。  

○ 災害等が発生した場合には、子どもの安全確保を最優先にし、災害等の状

況に応じた適切な対応をとる。  

○ 災害等が発生した際の対応については、その対応の仕方を事前に定めて

おくとともに、緊急時の連絡体制を整備して保護者や学校と共有してお

く。  

（４）来所及び帰宅時の安全確保  

○ 子どもの来所や帰宅の状況について、必要に応じて保護者や学校と連絡を

取り合って安全を確保する。  

○ 保護者と協力して、地域組織や関係機関等と連携した、安全確保のため 

の見守り活動等の取り組みを行う。  

  


